
一 関 労 働 基 準 監 督 署

令和８年
１月号

岩手労働局のホームページに掲載しています。 一関監督署からのお知らせ 検索 令和７年12月23日発行

新年の新たな決意‼Ⅰ

新年あけましておめでとうございます。

昨年は皆さまの事業場では無事故・無

災害を達成できましたでしょうか？

本年も皆さまが無事故・無災害となる

よう、積極的な安全衛生活動の展開を

お願いいたします。

さて、新年を迎えると、多くの人が新年

の抱負を考えると思います。

冬季は通常時期の危険以外にも冬季特有の労働
災害の危険も存在します。この冬季特有要因によ
る労働災害は、岩手県内で平成20年度から令和６
年度までの17年間に発生した休業４日以上のもの
として2735件発生しており、これを月別で見ま
すと、「１月」は12月の２倍以上で最も多く発生
しています。
災害の種類としては、「転倒」が全体の80％を

占めて突出しています。
ですので、「１月の転倒」を労働災害防止の重

点として進めていただくようにお願いします。
なお、冬季の転倒は（後頭部を打つことによ

り）死亡に至ることもあります。死亡以外であっ
ても、転倒災害による平均休業日数は47日という
データもあり、一月以上の長い間、本人と家族、
被災者の不在を穴埋めする同僚や事業場ともに大
きなダメージを負います。
労働災害を起こさないことを確実なものとする

ために、取組むべき管理事項や行動上の注意事項
などを確認して万全を期しましょう。
（対策内容は、裏面や関係運動リーフレット等をご確認ください）

（全員の気持ちを掲示
すると、社員一丸で
災害防止に取組む迫
力ある姿勢が見える
化できます︕）

岩手労働局では労働災害防止のために『安全

決意宣言』という取り組みをしています。日本人は

自分の考えを書き物に残すとそれを守ろうとする特

徴があり、このことを利用した災害防止の取り組み

です。取り組みは年度初めでも年初めでも構いま

せんが、ちょうどよい区切りの時期ですので、この機

会に新たな決意を考えてみましょう。

「１月」は冬季特有災害が最も多い時期ですⅡ
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冬季特有災害の「事故の型」別の発生状況
（岩手︓平成20年度～令和６年度の17年間）
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冬季特有災害の「月別」の発生状況
（岩手︓平成20年度～令和６年度の17年間）

１月は、一関監督署管内すべての事業場

の皆様に、第14次労働災害防止計画への

取組に対する各事業場の進捗状況のご報告

をお願いしている時期です。

現時点で未実施項目が

あっても報告上は問題あ

りません。最終年度まで

に全てが実施となるよう

に取組みをお願いします。

まずは現時点の進捗状況

把握とご報告をお願いし

ます。

Ⅲ 第14次労働災害防止計画への
取組状況の報告をお願いします

14次防は、労働災害減少のために、令和

５年度から令和９年度までの５年間にすべ

ての事業場が同じ方向性の下で取り組むべ

き内容を設定したものとなります。例えば、

全業種共通事項としては転倒災害防止や高

年齢労働者の労働災害防止などがあり、こ

のほか業種ごとの内容もあります。

我が社は14次防達成済み‼

 任意様式でも問題ありません
（様式を掲載していた岩手労働局ホームページは
、現在リニューアル中のため様式ダウンロード
する場合はしばらくお待ちください。）

 盛り込むと良い内容としては。「事業場名」「
職氏名」「決意の内容」などがあります。



 一関労働基準監督署管内で令和７年に発生した
休業４日以上の労働災害による死傷者数（新型コ
ロナウイルス感染症によるものを除く）（11月末現
在）は全産業において137人で、前年同期比で＋
14人となりました。

 主な業種別では、製造業が42人(前年同期比＋
10人) 、保健衛生業が19人(同＋３人) 、商業が
15人(－３人) 、建設業が14人(同－10人)、運輸
交通業が13人（同＋２人）などとなっています。

 事故の型別では、「転倒」が44(同＋16人)、「墜
落、転落」が32人(同＋７人)、 「はさまれ、巻き込ま
れ」が11人(同±０人) などとなっています。

 今年も年代が高いほど被災者が多い特徴に変
化がなく、とくに60代での発生が最も多い状況と
なっています。（⇒ｴｲｼﾞﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝへの取組
みが大切です）

労働災害の発生状況Ⅳ

★労働災害事例 （11月把握分の一部）

前月末統計以降に新たに全産業で９件が発生していま
すが、このうちの５件が「墜落、転落」災害であり、この特
定の事故の型のみが多発したという特徴が今回見られ
ました。なお、いずれも“２ｍ未満から”でした。

 【畜産業】 ≪墜落、転落≫
餌ラインのつまりを直そうと、脚立を設置したが、“高
さが足りずに天板に立ったこと”“地面が平らでなく不
安定だったこと”により、バランスを崩して墜落した。

 【建設業】 ≪墜落、転落≫
高さ1.5ｍの足場上から屋根にシートをかけようとした
際、自分が持っていたシートで足元が見えなくなって
シートで足が滑り、足場の躯体側から墜落した。（墜落
時に建物の柱に肩を強打した）

 【その他】 ≪墜落、転落≫
通りかかった通路の床の“開口部の蓋”が外れていた
ため、1.5ｍ墜落した。

 【清掃、と畜業】≪墜落、転落≫
階段の掃除中、お客様通行により作業を中断し再開
する時、階段で足を踏み外した。

 【商業（新聞販売業）】≪墜落、転落≫
新聞配達中、階段に霜がかかっていたため、足を滑ら
せて、階段下までの５～６段転落した。

 6.冬の『安全な歩き方』を実践しよう

 吹き込み防止用ネット
(カーテン)も有効

 照明を確保しよう

 融雪剤をまこう

 除雪しよう

 １.安全通路を確保しよう

 階段、傾斜地には掴まる
ことができる手すりも有効

 ５．服装・装備品を使用しよう
 滑りにくい靴など  作業時の

ヘルメット ピン・金具
付きの靴底

 深い溝の
ある靴底

 ３.気象情報を
確認しよう

 ７．声掛けをしよう

 ２.危険箇所を共有しよう （転倒危険マップ）

 4.組織的な管理活動
を進めよう
 安全委員会

 巡視
 安全教育

 歩幅は小さく
 すり足で
 靴の裏全体をつけて（体重は足全体にかける）
 ゆっくりと
 腰を落とし気味でひざを曲げて
 両手でバランスを意識して
 滑りにくい靴を履く など

目で見る「冬の転倒災害防止のための取組事項」

特定自主検査が必要な機械については、新設される特定自主検査基準を遵守した検査の実施が義務付け
られます。（これまで定期自主検査指針がありましたが、指針に従わずに検査を実施し、事故に至った事例が
存在していることを踏まえた改正です。）

工作物の解体・改修・メンテナンス等の工事にあたっては、「工作物石綿事前調査者」（講習修了者）による
事前調査が必要となります。（事前調査結果報告の報告項目も若干変更されています）

令和８年
１月１日
から
施行

電離放射線業務に関して、①特別教育の対象業務を拡大、②医療用エックス線装置
の範囲を明確化、③放射線装置に係る事業者の措置義務の拡大、④作業主任者の
職務の見直し、が改正されます。

令和７年10月29日から順次施行

（令和８年４月１日～、令和９年10月１日～）


